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事業系一般廃棄物ついて 

 

１．一般廃棄物の状況                   （単位：ｔ） 

年 度 １７ １８ １９ ２０ ２１ 

総  量 24,830.42 25,185.03 24,702.30 24,071.07 22,220.48 

家庭系計 18,677.90 18,812.33 18,528.12 18,161.41 16,492.07 

事業系計 6,152.52 6,372.70 6,174.18 5,909.66 5,728.41 

（承認事業所分） 1,122.55 1,045.92 1,024.98  1,317.04 1,163.93 

（許可業者分） 4,959.41 5,211.01 5,046.03 4,479.39 4,440.57 

（直接搬入分） 70.56 115.77 103.17 113.23 123.91 

 

２．手数料について 

 収集運搬手数料は、「長岡京市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第２０条に、  

処理手数料は、「乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する条例」第１２条に規定されていま

す。  

市条例の事業系一般廃棄物の収集運搬手数料は、市が直営で収集運搬した場合の手数料

を規定していますが、市では事業系一般廃棄物の収集運搬業務は行っていないため、排出

事業者が、許可業者に委託した場合、収集時間・量・集積場所等を勘案した収集運搬料に

処理手数料（1,400 円/100ｋｇ）が加算された額での委託契約となります。 

 

３．中小零細企業の育成等に係る減額について 

 当初事業系一般廃棄物も手数料無料で処理されていましたが、昭和４５年に「乙訓環

境衛生組合手数料徴収条例」の制定にともない、事業系一般廃棄物には処理手数料が徴

収されることとなりました。排出事業所は、収集運搬料の他に処理手数料が加算される

ことにより負担が大きくなることから、昭和４７年同条例に減免・減額条項が追加され、

以後下記の経過で「中小零細企業の育成等を目的」に処理手数料の減額が２市１町共通

で実施されてきました。 

 しかし、この制度は排出事業所のごみ減量・リサイクル意識を希薄なものにしており

循環型社会の形成に適応していないことから、乙訓環境衛生事務連絡会で「制度のあり

方」等を協議し、平成２３年度から廃止することとなりました。 

 ただし、排出事業者への周知や急激な負担増を防ぐため、経過措置として平成２３年

度から平成２７年度まで５年間の減額期間を設けます。 

 

 【経過】 

 ①昭和４７年度～平成８年度  月当たり定額制（前年同期の９０％減額等）１社 

②平成９年度～平成１１年度  ９０％減額 １社  
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③平成１２年度～平成２１年度 ８８％～７０％減額 １社（毎年２％ずつ減） 

                 ７０％減額   １社 （420 円/100kg） 

④平成２２年度          ６０％減額   ２社 （560 円/100kg） 

⑤平成２３年度           廃止 

【経過措置期間】 

⑥平成２３年度          ５０％減額   ２社 （700 円/100 ㎏） 

⑦平成２４年度          ４０％減額   ２社 （840 円/100 ㎏） 

⑧平成２５年度          ４０％減額   ２社 （840 円/100 ㎏） 

⑨平成２６年度          ３０％減額   ２社 （980 円/100kg） 

⑩平成２７年度          ３０％減額   ２社 （980 円/100kg） 

 

４．減額対象事業所 

 減額対象事業所の認定は、毎年３月に許可業者から「一般廃棄物処理手数料減額申請書」

が顧客リストと共に市に提出され、市は顧客リストを精査の上、乙訓環境衛生組合に「廃

棄物処理手数料又は処理手数料減額・免除証明書」を付け提出します。 

 乙訓環境衛生組合は、「乙訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する条例」第１５条及び「乙

訓環境衛生組合廃棄物の処理に関する規則」第６条の規定により「一般廃棄物処理手数料

の減額について」で市に承認の通知をしています。 

 

◎許可業者Ａ（平成２２年度申請時件数）※比重は０．１１６で計算 

業 種 別 件 数 総量（ｋｇ/月） 備 考 

小 売 業 １１５件 ８９，１７２ コンビニ・飲食店等 

サ ー ビ ス 業 ５６件 ４７，０１１ 医院・学校等 

卸 売 業 １件 ３７６  

製造・建築・運輸・その他 ５２件 ８９，５７３ 工場・銀行等 

生 活 系 ２９件 ２５，８１１ マンション等 

計 ２５３件 ２５１，９４４  

※許可業者の顧客リストでは、ごみの排出量は４５ℓ袋の数で報告してきます。 

◎許可業者Ｂ（平成２２年度申請時件数）※比重は０．１１６で計算 

業 種 別 件 数 総量（ｋｇ/月） 備 考 

小 売 業 １８７件 ４６，０１０ コンビニ・飲食店等 

サ ー ビ ス 業 １１５件 ２５，２４６ 医院・学校等 

卸 売 業 １件 ７０  

製造・建築・運輸・その他 ６１件 ８，６９３ 工場・銀行等 

生 活 系 ２１件 ３４，８５８ マンション等 

計 ３８５件 １１４，８７７  

※許可業者の顧客リストでは、ごみの排出量は４５ℓ袋の数で報告してきます。 



- 3 - 

 

◎業種別件数             ◎業種別収集量 （月当りｋｇ） 

業 種 件 数 割 合  業 種 収集量 割 合 

鉱業 １ 0.16%  鉱業 ２０ 0.01% 

建設業 ９ 1.46%  建設業 １，５５９ 0.42% 

製造業 ４２ 6.81%  製造業 ７１，４５７ 19.32% 

卸売業 ４ 0.65%  卸売業 １，３９６ 0.38% 

小売業 １１４ 18.48%  小売業 ７６，７２０ 20.74% 

飲食業 １７５ 28.36%  飲食業 ５０，６９７ 13.70% 

事務所・営業所 ４２ 6.81%  事務所・営業所 ９，７５２ 2.64% 

テナントビル １６ 2.59%  テナントビル ３，３３２ 0.90% 

サービス業 １７５ 28.36%  サービス業 １２１，０１６ 32.70% 

マンション ３９ 6.32%  マンション ３４，００４ 9.19% 

計 ６１７ 100%  計 ３６９，９５３ 100% 

※許可業者１９年度実績報告から     ※許可業者１９年度実績報告から 

 

５．搬入承認事業所 

 乙訓環境衛生組合で搬入承認を受けて、事業系一般廃棄物を自社車両又は許可業者に委

託し乙訓環境衛生組合に直接搬入している事業所。 

年 度 事業所数 トン/年 備 考 

２０年度 １７社 １，３１７．０４  

２１年度 １８社  １，１６３．９３  

２２年度 ２１社  １，３１６．５２  

※ ２０・２１年度は実績 ２２年度は見込 

 

６．多量排出者 

 多量排出者の定義として「事業系一般廃棄物で排出量が１カ月３００キログラム以上継

続して排出するもの」と市条例施行規則第２条で規定している。 

 多量排出者の定義は、大規模事業所の定義と共に平成２３年度中に２市１町・乙訓環境

衛生組合と協議し、整合性のとれた改正を行う予定である。 

 （参考）              ※平成２２年度許可業者提出リストから 

１カ月排出量 事業者数 割 合 

３００ｋｇ以内 ４１２件 ６４．６％ 

５００ｋｇ以内 ４７５件 ７４．５％ 

１ｔ以内 ５５５件 ８７．０％ 

２ｔ以内 ６０６件 ９５．０％ 

  ※合計は、６３８件 

  ※１カ月の排出量は、排出される袋数に平均的な体積比重を乗じたものであり、事業 
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者数は、必ずしも実態を表すのもではない。 

７．許可業者 

 (有)長岡美装社・㈱タカノ・㈱ユタカ・㈱グリーンテクノ・青山商会 計５社 

 ※事業系一般廃棄物を混載により収集運搬を行っているのは、（有）長岡美装社・㈱タカ 

ノの２社のみである。他の３社は、搬入承認事業所のみの収集運搬である。 

   

 

 


